
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

選挙管理委員会事務局　　　（電話番号078-322-5816）

　地方自治法施行令第167条の２第１項第５号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

　令和５年４月９日執行の神戸市議会議員選挙及び兵庫県議会議員選挙における「ポスター掲示場（A区域※）の製作・設
置・撤去等業務」について、一般競争入札を実施するも、入札参加者がなく、中止となった。
　ポスター掲示場は、公職選挙法第144条の２により設置が規定され、３月31日告示日の前日までに設置を要するが、当
選挙管理委員会が指定するリサイクル可能な耐水ボードを使用するため、制作設置には相応の時間が必要となる。
　法定のポスター掲示場に万一、瑕疵があった場合、有権者に多大な影響を及ぼすだけでなく、選挙執行の根幹に関わる
支障を生じることとなる。
　よって、本業務の実施には緊急を要するため、所管課において、過去に当該業務の実績のある４社に対し、見積書を徴
した結果、最低価格を提示した株式会社アイドと随意契約を締結するものである。

※Ａ区域：東灘区・灘区・中央区

　ポスター掲示場製作・設置・撤去等業務（A区域）

　株式会社アイド


